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Ⅰ 序 論

ヘンリー・シジウィック（Henry Sidgwick：

１８３８－１９００）は，『倫理学の諸方法』（１８７４）の

著者として知られ，ベンサム，J. S.ミルの思想

を受け継ぐ最後の古典的功利主義者として高く

評価されている。ところで一般に功利主義と

は，最大多数の最大幸福という社会規範に基づ

き，実践的な社会・経済政策を提案することを

意味する。その特徴は，社会全体の獲得する幸

福の最大化を追及する帰結主義にある。それは

全体の幸福のために，一部の人々の幸福や権利

を犠牲にしたり等閑視したりする政策を正当化

しうるとして，しばしばロールズなどの権利論

と対置され，現在に至るまで多くの批判に晒さ

れてもいる。しかし『倫理学の諸方法』でシジ

ウィックが展開したのは，個人の規範原理とし

ての「功利主義の方法」であった。それは政策

を直接導く社会規範ではなく，個人がなすべき

行為として社会全体の幸福を最大化する行為を

選択するという，博愛的な個人の道徳観を立証

するものであった。同時にシジウィックは自分

自身の幸福を最大化する行為を選択する「利己

主義の方法」をもう一つの個人の規範原理とし

て認め，両規範原理が対立する場合に個人がな

すべき行為を決断できない「実践理性の二元

性」が生じうるという特徴的な結論に達してい

る。

したがってシジウィックは社会規範に関する

意味で功利主義者であるのかについては，社

会・経済政策が直接論じられる彼の『経済学原

理』（１８８３）や『政治学要論』（１８９１）を吟味す

る必要がある。そして『経済学原理』で経済学

のアートとして，あるいは『政治学要論』第一

部で政府のなすべき役割として社会・経済政策

を彼が論じる際，確かに功利主義は究極的な社

会規範に据えられており，この意味で彼を功利

主義者と見なすことは正しいといえる。また彼

の功利主義に基づく社会・経済政策には個人の

生命や財産といった権利の確保や公教育の実施

などが含められていることから，シジウィック

の功利主義は，当座の社会的幸福の最大化とい

う目先の帰結だけでなく，政府による個人の権

利の確保や公教育の実施の結果として実現する

社会的幸福の増大という将来的・長期的な帰結

を視野に入れた間接功利主義の側面を有してい

るといえる。

ところで『政治学要論』は，第一部政府のな

すべき役割と，本論で検討する第二部政府のあ

るべき構造という二部構成によって，政治学の

「包括的議論」１を意図した著作である。そし

て第一部は功利主義という社会規範に基づいて

望ましい富の分配について論じられる経済政策

論であるのに対して，第二部は功利主義には直

接言及せず望ましい政治権力の分配について論

じられる政治哲学論である。そこで，１９世紀当

時の英国体制が概ね望ましい政治構造と見なさ

れ，とりわけ民主制の展開を牽制しながら貴族

制の役割が擁護されていることから��あるい
は単に『倫理学の諸方法』の一節への注目から

��シジウィックは保守的でエリート主義的な
政治思想の持ち主と見なされる傾向がある２。

１ Sidgwick (1903), p. v.
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しかし，そうした保守的とも受け取られる議

論を展開したシジウィックの真意を図るために

は，政体の発展の歴史を論じた彼の『欧州政体

発展史』を見ることが重要であると考えられ

る。というのもシジウィックは『政治学要論』

において，単に理念として望ましい政体を思い

描くのではなく，『欧州政体発展史』で展開さ

れる彼の歴史研究を踏まえたうえで，現状の政

治構造の妥当性やそこに内在する問題点を検討

し，実践的な提案を展開していると考えられる

からである。以上の観点から，第Ⅱ節では，

『欧州政体発展史』におけるシジウィックの議

論を概観する。第Ⅲ節では，政治権力の効率的

遂行と相互抑制を中心にした三権分立論，およ

び被治者が政府に及ぼすべき影響として代議制

論・民主制論・主権論からなる『政治学要論』

第二部におけるシジウィックの問題意識を明ら

かにする。最後に第Ⅳ節では，民主制への過度

の偏向に歯止めをかけるために，シジウィック

は貴族制を擁護したことを両著作を通じて明ら

かにする。また『政治学要論』で政府のなすべ

き役割に関しては功利主義が社会規範に据えら

れていたのに対して，政府のあるべき構造に関

しては功利主義が明示的に用いられてはいな

い。それでは，いかなる規範のもとに政府が確

立されるべきだとシジウィックは考えていたの

か。そこで，確かに彼は個人の自由なども考慮

に入れているが，究極的には社会的幸福の増大

という功利主義を規範としてあるべき政治構造

を論じたことも示す。

Ⅱ 政体の発展

『欧州政体発展史』は，１８８５年から１８９８年ま

でケンブリッジ大学で歴史および道徳科学の学

生を対象にシジウィックの行った講義のノート

である。シジウィックはこれに修正を施して出

版しようとしていたが病床に伏し，結局の彼の

死後３年を経た１９０３年に夫人の手によって講義

ノート形式のまま出版された著作である。夫人

の添えた前書きによると，晩年シジウィックは

政治学を完全なものとするために，（１）『政治

学要論』での分析的演繹的研究，（２）『欧州政

体発展史』での政治的進歩に関する研究，

（３）欧州の諸政体の比較研究という３重の扱

いが望ましいと考えていた。そして（３）はシ

ジウィックにとって将来的課題と考えられてお

り，またその内容は『欧州政体発展史』と重複

していることから，シジウィックの政治学構想

を完全に理解するためには，『政治学要論』と

『欧州政体発展史』の両著作を同時に読み進め

ることが重要であるとされる３。

本節ではまず，実践的研究である『政治学要

論』に対して，政治科学である『欧州政体発展

史』は補完的論考に位置づけられていること

を，シジウィックの方法論的問題意識から明ら

かにする。そして古代から近代に亘る政治発展

に関する彼の歴史認識を概観する。実はその中

でシジウィックの重視する問題が，『政治学要

論』で望ましい政治構造論を展開する際の彼の

主張の多くを支えていると考えられるのであ

る。

１．政治科学と実践的政治学

『欧州政体発展史』の対象は古代から近代に

亘る政体の発展の歴史である。しかし実践的研

２ 例えば，大衆に功利主義計算を委ねるのは危険であ
り，エリートが秘教的に功利主義を掌ることが社会
的に望ましいとする『倫理学の諸方法』の一節に着
目し，シジウィックは「植民地総督府の功利主義」
として否定的に評される傾向がある。Goodin
（１９９５），Williams（１９９５），Wolff（１９９６）な ど を 見
よ。また，『政治学要論』の先行研究と第一部の議論
に関しては，中井（２００６ b）を参照されたい。

３ Sidgwick (1903), pp. v−ix.『政治学要論』と『欧州政体
発展史』の両著作を扱った先行研究には Collini
（１９９２）があるが，両著作の内的関係や具体的内容
は充分に論じられていない。
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究である『政治学要論』では，歴史研究の役割

はネガティブに捉えられている。

政府の構造と活動に関する限りで，何が存在する

ないし存在しているのかと区別されるものとし

て，何があるべきかを決定するために我々は努め

なければならない。そこで我々がそうした実践的

結論に達しようとする体系的論証において，政府

の諸形態と諸機能の歴史研究は差し当たり副次的

地位を占めるに過ぎない４。

その理由は，①歴史研究は政治構造の良し悪し

を判断する究極目的を供し得ないこと，②歴史

研究は現在の問題にとって間接的な実践的価値

しか持たないこと，③歴史法則の解明されてい

ない現状で歴史研究に基づく政治構造の将来予

測は不可能であることなどである。

ところでシジウィックは，明らかに『政治学

要論』に対置させながら，『欧州政体発展史』

の主題を次のように述べる。

一方であるべきものとしてではなく，主として存

在するおよび存在しているものとして私は諸政体

を扱う。他方で（１）それらが属する分類やそれら

が例証する一般諸形態，および（２）異なる地域や

時代で何らかの一般形態の普及を導く原因を主と

して確かめるために私はそれらを研究する。こう

して一方で我々が政治哲学と呼ぶより広く包括的

な課題から，他方で普通の政治史の課題から，私

は政治科学の観点を区別する５。

望ましい政治構造に関する『政治学要論』第二

部と異なり，『欧州政体発展史』は実際存在し

た政治構造に関する諸事実を一般化する政治科

学である。そして政治科学の目的は直接実践的

ではないものの，①何が存在していたのかの研

究から何があるべきかの予測が得られる，②歴

史を通じて様々な社会を扱うことで現状の政治

構造をよりよく理解できるのである。要する

に，歴史自体に将来予測や規範まで求める歴史

主義を否定すると同時に，歴史研究を政治科学

として実践的政治学に援用するというのがシジ

ウィックの方針である６。

２．原始・古代政体の発展

政治社会の起源は頻繁に生じる戦争での防衛

のための自発的結合にあり，家父長を中心にし

た家族集団が拡大され，軍事的優位に立つ者が

政治権力を掌握して原始王制が確立される７。

次に戦争での防備や一箇所に集う産業的便宜の

ため，村落共同体が城塞を持つ都市国家に発展

するのに伴い，初期寡頭制への移行が生じる。

そこでは経済的要因が重要であり，土地所有権

の確立によって財産の不平等が顕著となり，大

土地所有者に政治権力が集中される８。しかし

富者による民衆への抑圧がなされ，不満を持つ

民衆を煽動するデマゴーグが政治権力を掌握し

て暴君制に移行する。暴君制では課税や奢侈の

禁止などによって富者が抑圧され，教養ある富

者の道徳感情に反するその方針は不規則で暴力

的になる９。

そうした状況下で，人々の合意や妥協を通じ

て民主制への移行が生じる。シジウィックはア

リストテレスを通じて，紀元前４世紀のギリシ

アで民主制と貴族制（ないし寡頭制）の調和に

よって安定的効率的な政体が樹立されることに

注目する。民主制とは「多数の判断が少数の判

断に優先する」��政治を全市民が共有するこ
とで政体の安定性が得られる��という理論的

４ Sidgwick (1908), p. 7.
５ Sidgwick (1903), p. 2.

６ 「である」と「べき」という『欧州政体発展史』と
『政治学要論』の関係は，『経済学原理』における経
済学のサイエンスと経済学のアートの関係と非常に
似通っている。この問題については中井（２００６ a）を
参照されたい。

７ Sidgwick (1903), pp. 43−56.
８ ibid., pp. 69−85.
９ ibid., pp. 89−97.
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根拠を持つのに対して，貴族制とは「少数であ

れ多数であれ賢明で善良な人々の判断が優先さ

れるべきであり，富裕な少数派の人々は余暇を

通じていずれにせよ政治的叡智の特別な機会と

ありきたりの犯罪の主な原因である誘惑からの

特別な免疫を持つ」��教養ある富者によって
優れた政治的叡智が供される��という理論的
根拠を持つ１０。当時のギリシア都市国家の多く

で，全市民に開かれた議会の決定は，治安判事

の選出，会計監査，戦争や同盟問題の決定に限

られており，穏和な民主制が実現されていたの

である。

しかし，アリストテレスは彼の暮らす紀元前

５世紀には，中程度の財産を持つ階級が小さい

ことや民衆と富者の争いの勝者が一方の体制を

設けることから，民主制と貴族制の調和の困難

に直面していた。そして政府の全決定事項を人

民議会が支配する極端な民主制に向かいつつあ

る中で，アリストテレスは次のような実践的提

案を行ったとされる。

［アリストテレスが］最も広く実践可能と考えた

融合はむしろ民主制に傾いたものであろう…。そ

れは究極支配が市民多数派にある制度である。彼

の時代のギリシア都市国家一般でこの究極支配を

放棄するように大衆を説き伏せることは望むべく

もないが，多数の貧者による少数の富者への抑圧

を防ぐ監視と調和に甘受するよう彼らを説得する

ことは可能だろうと彼は考えているのは明らかで

ある１１。

貴族制と民主制の中間形態を理想としつつも，

現状に即して富者への抑圧を控えるよう貧者を

説得するという次善の実践的提案を行ったアリ

ストテレスをシジウィックは称賛する。

次に大国家に対抗するために都市国家が独立

性を保ちつつ他都市と連携する連邦制への移行

が生じるが，拡大吸収によって大国家を形成す

るローマ共和制が優勢になる。そこで発達する

二院制は近代に受け継がれる一要素であるが，

ローマ共和制は征服拡大の経緯で土地を市民に

分譲可能であったという事情に基づいて繁栄す

る特殊な事例である。その後，都市国家から地

域国家への変容に伴う領土と市民権の拡大に

よって共和制の結束は弱まり，他方で自発的入

隊によって構成される軍の結束は強まり，軍事

を一手に集中することで秩序と結束を保つ帝制

が確立される１２。

以上のことから，シジウィックは原始・古代

における政体の形成・変化の原因として，歴史

的事実に基づかない原始契約を否定して，防衛

や経済的要因があったことに着目したといえ

る。また，民衆が抑圧される初期寡頭制と富者

が抑圧される暴君制に揺れ動いた後，民主制と

貴族制を両軸にして古代ギリシアで安定的政体

が確立されたことを決定的に重視し，シジ

ウィックは中世以降についてもこの両軸を基準

として政体の発展を論じていると考えられるの

である。

３．中世における封建制・神権政治・自治都

市・代表制の発展

中世では，西ローマ帝国崩壊後，封建制，神

権政治，自治都市，代表制の発展を通じて秩序

や国民的結合が徐々に形成され，近代絶対王制

に向かう経緯が検討される。

野蛮人の侵攻からの文明世界の防衛は皇帝一

人の手に負えなくなり，５世紀に西ローマ帝国

は崩壊する。特殊な事情に基づき栄華を極めた

ローマが貴族制と民主制を両軸に据えず帝制に

突き進んだこともその一因であったとシジ

ウィックは見ていたのであろう。そして無秩序

の中で弱者が強者の保護を求めることから，政

１０ ibid., p. 98 ; pp. 127−129.
１１ ibid., p. 129. １２ ibid., pp. 134−167.
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治権力を持つ軍事的土地所有者と農奴の主従関

係に基づく封建制が生じる。しかし封建領主の

政治権力は共通善のために用いられず社会秩序

の確立も不完全である１３。そこで，こうした問

題をある程度引き受けるのが神権政治であり，

「封建的理論と封建的実践の間の悲しむべき割

れ目のために，それらの義務［共通善の追求］

を非宗教的統治者に守らせるための聖職者の監

視と説諭が緊要であった」のである１４。宗教組

織は，愛国心と市民的義務感覚を普遍的博愛へ

と拡大させる知的影響を持つだけでなく，課税

権などを獲得して政治権力を行使するようにも

なる。また封建制の不完全な秩序の下，国家内

で部分的に独立した自治都市が発展し，商工業

の発展に伴い他都市との競争で有利を得るため

商工業組合が自治都市で代表を持つようにな

る１５。

こうした発展を経て中世後期に代表制（身分

制議会）が確立されるが，その主な原因は王家

の財政的必要にある。戦費増大を賄うために，

貴族の課税免除を排し課税に対する都市の同意

を取り付ける代表議会が重要な政府機関になる

ためである１６。またイギリスでは中世の代表制

が近代議会政治に直結する点が重要であり，そ

れは財政的必要に加え，島国であることの防備

や国民感情の結束の容易さ，強力な政府の存

在，階級間の融和の容易さなどの独自の事情に

基づくものである１７。そして１４世紀末までに，

（１）議会の同意なき新たな課税は不法であ

る，（２）立法は両院一致を要する，（３）下院

は王侯貴族の行政権乱用を監視する，（４）個

人の権利と自由は王によって侵害されない，と

いった原則がイギリスで確立される。

以上のように，ローマ崩壊後の無秩序の中か

ら，封建制，神権政治，自治都市，代表制など

の発展を通じて，民主制と貴族制の芽が再び育

まれ，安定的効率的政体が形成される準備段階

としてシジウィックは中世を論じたといえる。

また，政体が形成される理由として，社会秩序

の確立，共通善の追及，財政的必要などに彼は

注目したのであった。

４．近代政体の形成と政治理念の影響

文明発展に伴い近隣諸国との平和的関係が強

く求められるようになり，地域国家で分散した

国民感情の結束と政治秩序の保持を実現する

「最も単純で最も目に見えて効果的な方式」で

ある絶対王制が西欧諸国一般で確立される１７世

紀中葉をシジウィックは近代の起点と見な

す１８。しかし，全体の利益に反する自己の利益

を求める階級同士や王の争いは払拭されず，民

主制と貴族制の調和に基づく安定的政体の確立

は１９世紀の立憲君主制を待たねばならない。他

方，名誉革命によって絶対王制の展開が限定的

であり，中世から継続的する独自の議会の発展

を示すイギリスは立憲君主制に至る模範として

西欧諸国一般で追随されることから，政治科学

の対象としてシジウィックは重視する。

さて，近代に至る政治事実の発展を考察して

きたうえで，次にシジウィックは政治理念の考

察に移る。政治理念とは「政府に関する限りで

人類の統治される共同体において何があるべき

かという理念」である１９��まさしく『政治学
要論』の主題と同一である。そして政治理念は１３ ibid., pp. 184−214.

１４ ibid., p. 226.
１５ ibid., pp. 232−242.
１６ ibid., pp. 302−310.
１７ ①島国のため侵略からの安全性が高く国民感情の結
束が容易であったこと。②ノルマン征服者とイング
ランド人が完全に融合して強力な政府が確立したこ
と。③ジェントリと都市商人の下院への連合が容易
になったこと。④ウィリアム征服王によって確立さ
れた君主制の優位によって地方貴族が過度の優勢を

持つことがなかったこと。⑤巡回裁判によって全国
的に人々の同質性が増したこと。⑥強力な君主制の
下で貴族同士の連合が容易であったこと。⑦市民と
封建貴族の連合が容易であったことなどをシジ
ウィックは挙げる。

１８ ibid., p.３２７．
１９ ibid., p.３４５．
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政治事実から影響を受けると同時に，近代以降

に政治理念が政治事実により強い影響を与える

こと２０，そして当初曖昧な理念や原理が経験や

内省を通じて明確にされ，そこに潜んだ矛盾や

誤った仮定が判明することに彼は注目する。こ

のように理念と事実の交錯が深まることを，

ホッブズ，ロック，モンテスキュー，ルソーを

通じてシジウィックは考察する。それは歴史叙

述として彼らの透徹した事実や「理念の動向」

（あるべき政体に関する通念）の認識を活用す

るだけでなく，彼らの理念が以後の事実形成に

もたらした影響や，彼らの理念自体が事実との

交錯によって作り上げられた歴史的経緯を見極

めるためである。さらに政治理念を構築する彼

らの方法に対する評価から，シジウィック自身

の政治理念の方法が浮かび上がってくる。

『リヴァイアサン』は清教徒革命が迫った

１６４０年に初めて形作られ，王の処刑から議会へ

の行政権の移行の最中１６５１年に出版された。

ホッブズの政治信条は「あらゆる衝突する政治

構造の諸原理に対する秩序の原理の理論的勝

利」であり，彼は自然状態を利己的な人々の普

遍的戦争状態と見なし，無制限の権力を持つ主

権者へ人々を服従させる契約だけが安定的コモ

ンウェルスを確立できると論じた２１。以上のよ

うなシジウィックの理解は一般的であるが，他

方で彼はホッブズを次のように評する。

ホッブズの学説はこうして熱烈で一方的な表現で

君主的絶対主義を基礎に形成される近代国家へ向

けて１７世紀に達せられた西洋での大きな移行に伴

う一般的信念を描く。すなわち，安定的政治秩序

のために国家において不可分で確実な権力がどこ

かに必要であり，この目的は世襲君主に権力を付

与することで最も実現されるだろうという信念を

描く２２。

つまり，ホッブズの学説は絶対王制に向かう当

時の一般的信念ないし理念の動向を的確に表現

していたのである。

その後イギリスで名誉革命によって絶対王制

が挫折し，議会を通じて法の支配が確立され，

課税は議会によって決定されるようになる。こ

うした状況を正当化するのが『市民政府論』で

ある。ロックの社会契約では，個人が多数派へ

の服従に同意することで政府が形成される。し

かし，政府がその設けられる目的��（１）法
の明白な定義，（２）偏りのない法の適用，

（３）効果的な法の施行，という自然状態の欠

陥への対処��を反故にするか，自然権に基づ
く個人の財産権を侵害して同意なき課税をする

場合，被治者は契約が解消したと見なす権利を

持つ。このように概観したうえで，ロックの理

念は絶対王制ではなく立憲君主制が樹立される

イギリスの例外的経路に対応するとシジウィッ

クは評価する２３。

以上のようにホッブズとロックを評価する一

方で，彼らの契約論が普遍的・抽象的政治理念

の上に打ち立てられていることをシジウィック

は疑問視し，いずれにせよ両者の理念ともその

後の政治事実の形成に重要な影響を与えず，

ホッブズの著書は「反乱から生じた反動を予期

したがほとんど影響を与えなかった」，ロック

の著書は「過ぎ去った革命を正当化した」と断

ずる２４。そして名誉革命後，法の支配が確立さ

れ，立法と課税に関して君主が議会の支配下に

置かれ，体制的調和がある程度確保されるので

あるが，１８世紀初頭に議会の堕落を目の当たり

にした人々の間で自国の政治体制に対する失望

が広まるのである。２０ 例えば自然法の理念が近代国際法思想に強い影響を
与えていることや，人民主権に関する抽象的理論が
フランス革命以降の西欧諸国の発展で決定的勢力と
なっていることである。

２１ ibid., p. 351.

２２ ibid., p. 355.
２３ ibid., pp. 356−367.
２４ ibid., p. 372.
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こうした英国人の失望を転換させるのが『法

の精神』であり，「古代の名高い民主的共和制

以上に完全に自由を確保するため形成されたも

のとして，英国人は突然彼らの体制が理想化さ

れ教養ある欧州の賞賛の的になっていることを

見出す」のである２５。まずシジウィックはモン

テスキューの鋭敏で綿密な分析，特にルソーと

対照的な歴史的方法を絶賛する。

…我々にとってのモンテスキューの独創性と重要

性は主として彼が近代の法学と政治学に歴史的方

法の最初の卓越した体系的導入を表明したという

事実にあり，そしてその歴史的方法は我々が思う

にルソーの先験的方法および彼の政治構造に普遍

的に適用可能な諸原理という仮説に対して水が炎

に対するように敵対する。／…諸法と政府の諸形

態が良いか悪いかは抽象的普遍的には適切に判別

されえず，歴史的相対的にのみ判断されるという

のがモンテスキューの基本学説である。第一に特

定の諸法と政治諸制度の良し悪しの判断におい

て，それらが確立される社会の政府形態に応じて

それらは考慮されるべきだと彼は主張した��君

主制や貴族制にとって便宜で善い法は民主制に

とっては反対に悪いかもしれない。そして第二に

政府形態の善さは抽象的にではなくこれら異なる

諸形態が実際確立されるところの人類の特定部分

の様々な素質・習慣・状況に応じて考慮されるべ

きだと彼は主張した。人々が民主的政府を持つべ

きかどうかという問題はモンテスキューによれば

もし私がそう言っていいなら内にも外にも人々を

知ることなしに回答されえないものであり，その

［人々の］道徳性は共和制的諸制度の重圧に耐え

るには虚弱すぎるかも知れず，あるいはその風潮

は激しすぎて不可避的に専制に陥るかもしれない

のである２６。

要するに，（１）法学・政治学では先験的方法

の普遍的適用ではなく歴史的方法の体系的導入

が重要であり，（２）法や制度の善し悪しは抽

象的普遍的にではなく歴史的相対的に��ある
いは政府形態に応じて��判断され，（３）政
府形態の善し悪しは人々の道徳性に応じて判断

されるのである。そしてモンテスキューは政治

的徳（愛国心・公共精神・自己犠牲など）を保

持する政体として古代の民主的共和制を敬慕し

つつも，フランスの歴史的状況を踏まえ，専制

に陥る危険を回避してフランス君主制を救う実

践的提案として，貴族の栄誉感覚を通じて君主

の斑気が抑制される貴族的共和制を推奨したの

である。また近代人民政府の形成にモンテス

キューが与えた最大の影響は，名誉革命以降の

英国体制への彼の賞賛を通じてであったが，同

時に彼は歴史研究を通じて英国体制や民主制に

内在する問題点を看破していたことにシジ

ウィックは注目する。

英国体制に関するモンテスキューの解釈の重要性

は��彼の民主的共和制への敬慕にもかかわらず

��民主的体制は必然的に最も自由ではなく，例

えば必然的に諸個人の正当な自由にとって最大限

の保護を与えるために構築されていないという彼

の明晰な理解にある。諸個人への不公正な抑圧の

点で，まるで独裁者の如く民主的多数派が暴君的

になるかもしれないことを実際彼は歴史から知っ

ていた２７。

モンテスキューによれば，政治権力が分離さ

れ，異なる諸機関での調和的分配の上に政府が

構築され，一政府機関による抑圧が他機関に

よって監視される三権分立において，人々の政

治的自由（法にないことを強いられない，法に

許さることを妨げられない）が効果的に確保さ

れる。そして三権分立に照らしてモンテス

２５ ibid., p. 371.
２６ ibid., pp. 372−373. ２７ ibid., p. 375.
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キューの称える英国体制は，実際の英国体制で

はなく理想化された英国体制であったのであ

る。いずれにせよモンテスキューの三権分立論

はフランス革命の重要な要素となり，以後の西

欧諸国に大きな影響を及ぼしたのである。しか

しフランス革命に決定的な影響を及ぼすのはむ

しろルソーであった。

封建制から近代への発展で，イギリスとは対

照的なフランスの悪しき財政制度や社会的不平

等・抑圧をルソーは目の当たりにした。すなわ

ち財政危機で，富裕な聖職者や貴族は税や労役

を免除される一方，貧しい小作農は一層苛烈な

課税や賦役を強いられたり抑圧的な司法に苛ま

れたりしていたのである。そこでルソーは文明

化の人工的産物に対する自然的生活の優位を唱

道し，こうした社会を情熱的に動かした。人間

の独立は文明化の初期に終わり，自然状態の平

等と幸福が失われたことや人類が戦争状態に

陥ったことに対処するために他者の助けが必要

となった。しかしルソーにとって人を奴隷から

救う唯一の手段は，永遠に過ぎ去った自然状態

への回帰ではなく，相互的平等的であるものの

各人を他者に完全に依存させる契約，つまり各

人は彼が一員となる集団の一般意志に自らの意

志を引き渡すことであった。このようにシジ

ウィックは概括したうえで，ルソーの学説は

「抽象的正義の原理に基づいて政府の構造と権

力を決定する試み」であるとする２８。つまり

（１）人々は自然によって平等である，（２）

政府の権利は契約に基づかねばならない，

（３）全体の意志のために人々は自らの意志を

放棄する，という自然法に由来する抽象的原理

である。ルソーの抽象的方法と対照させながら

モンテスキューの歴史的方法を絶賛した経緯か

らして，こうしたルソーの方法にシジウィック

が否定的であったことは明らかである。

以上のように近代以降政治理念と政治事実の

交錯が深まることに注目し，ホッブズ・ロック

に関しては理念の動向を的確に表現したこと，

モンテスキューに関しては優れた歴史的方法に

基づく実践的な理念が以後の政治事実に穏健な

影響を与えたこと，ルソーに関しては公共の精

神を掴み取りその後の理念の動向に大きな影響

力を発揮したことをシジウィックは見出したの

であった。

５．立憲君主制の確立

シジウィックは政治理念を検討したうえで政

治事実に立ち戻り，１９世紀後半に西欧一般で立

憲君主制が確立される経緯を考察する。その経

緯でイギリスとフランスが重要であり，フラン

スは近隣諸国に思想的影響を与えるのに対し

て，直接模範の対象とされるのはイギリスであ

る。しかし英国体制が模範とされる場合，名誉

革命で王から議会ないし大臣へ行政権が直ちに

移管されたとする誤解が生じていると彼は考え

る。実際名誉革命後に王の権力の明確な減退や

下院が立法と課税に支配を望むような兆候はな

く，王から大臣の独立が実現するのは主に１８３４

年の第一次選挙法改正以降である。そして実際

の英国体制の漸進的変容の原因として，中世か

ら続く独自の要因があったこと，富と人口の増

加が宮廷の相対的重要性を減少させたこと，救

貧院・工場・銀行・関税・航海法など王の関与

しない立法に関する議会の役割が拡大したこと

に加え，「理念の動向」ないし英国体制に対す

る誤解がその変容を後押ししたことにシジ

ウィックは注目する２９。

本来名誉革命の目的は議会を立法の最高位に

据えることであり君主が行政の最高位にあるこ

とはロックによっても認められていた。しかし

先に見たように，モンテスキューはフランス絶

対王制で王の手にあった立法と行政の分離を目

指す際，内閣制の下に立法と行政が密接に結合

２８ ibid., p. 390. ２９ ibid., p. 410.
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されている実際の英国体制ではなく，表向きの

英国体制を三権分立の模範として称えたため

に，その後人々の間で英国体制に対する事実と

理念が混同され，名誉革命の目的が「実質的に

行政官を任命する権力を下院の多数派に与える

こと」だと誤解する理念の動向が生み出され

る３０。こうした理念の動向も一因となり，いず

れにせよ英国体制の究極的帰結，あるいは理想

化された英国体制を模範として西欧諸国一般で

確立される政治構造は，当初の名誉革命の目的

とは異なり，下院の多数派が内閣を構成し，立

法権と行政権が強力に結びつき且つ相互に監視

しあう内閣制をもつ立憲君主制であった３１。

ここで注目されるのは，モンテスキューが誤

解に基づく理念の動向を引き起こした原因と見

なされるにも関わらず，シジウィックは彼を非

難するどころか一貫して礼賛する点である。モ

ンテスキューにより理想化された英国体制が穏

やかな理念の動向を作り出し，英国自身や近隣

諸国に影響を与え，選挙権の拡大によって民主

制と貴族制の調和する代議議会に権力が与えら

れる立憲君主制の確立の一因になったというの

である。つまり��ルソーの理念における先験
的方法とその破滅的帰結に至る民衆扇動的な影

響力を否定するのとは対照的に��モンテス
キューの理念における歴史的方法とその漸進的

で建設的な影響力をシジウィックは高く評価す

るのである。そして今度は『政治学要論』第二

部でシジウィックが自身の政治理念を展開する

際，『欧州政体発展史』を基礎にして漸進的な

実践的提案が行われるのである。

以上のように原始・古代から近代に亘る政治

構造の形成・変化をシジウィックは『欧州政体

発展史』で考察したのであった。そして『政治

学要論』との関連で重要な点は，第一に，アリ

ストテレスが重視した民主制と貴族制の調和こ

そが，安定的で効率的な望ましい政治構造に

とって重要であるとシジウィックは考えている

ことである。第二に，歴史研究に基づく現状認

識を踏まえて，安定的継続的な政体の発展を促

す漸進的な実践的提案を行うという政治理念の

方法の重要性をシジウィックはモンテスキュー

に見出したことである。そして第三に，歴史研

究において政治構造の形成・変化の要因として

シジウィックの見出した，防衛，経済的要因，

秩序の保持，共通善，安定性，効率性，財政的

必要などは，いずれも��少なくとも間接的に
は��社会的幸福の最大化に寄与するという点
で，彼の功利主義の枠内で政体の形成・変化を

正当化しうる要因であることである。

Ⅲ 望ましい政府構造

シジウィックは『欧州政体発展史』で古代か

ら近代に亘る政体の形成・変化の原因を考察

し，特に近代以降政治理念と政治事実が交錯し

ながら代議制を備えた立憲君主制が樹立される

経緯を追及したのであった。他方『政治学要

論』第二部では，コンテンポラリーな実践的研

究として望ましい政治構造が検討される。『政

治学要論』第一部の課題が被治者の観点から政

府のなすべき役割を示すことであったのに対し

て，第二部の課題を次のように彼は述べる。

どのように政府はこれまで定めてきたその機能の

適切な遂行のために構成されるべきか，どのよう

に政府の必要な諸機関は定められるべきか，何が

それらの相互関係であるべきか，そしてどのくら

いそれらの権力は被治者の権利によって体制上制

３０ ibid., p. 417.
３１ 英国の議院内閣制では，内閣の代表たる首相は下院
の多数派によって決定され，下院の多数派は有権者
への請願に従っていつでも首相とその内閣を解職可
能であり，首相は解散権によって下院への従属から
保護され，世襲君主と上院の権力は重要でなくはな
いがいずれも副次的であるとされる。また英国体制
の模倣については，（１）両院制は広まっているが上
院の選挙方法は大きく異なる，（２）選挙権拡大に関
してイギリスはむしろ大陸の動向に牽引されてい
る，（３）刑事裁判における陪審制は広く模倣されて
いるとされる。
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限されるべきか３２。

つまり第一部は功利主義に基づく望ましい富の

分配に関する考察であるのに対して，第二部は

第一部で論じられた功利主義政策を効率的に遂

行するため，および政府によって被治者に行使

される権力を抑制するための望ましい政治権力

の分配に関する考察であるといえる。

重要な点は，シジウィックは単に理念として

望ましい政治構造を構想するのではなく，歴史

的系譜に立つ現代イギリス政治体制を貴族制と

民主制の両軸を持つ概ね望ましい政治構造と見

なしたうえで，実践可能な漸進的提案を展開す

ることである。そこで『欧州政体発展史』にお

ける彼の問題意識を踏まえながら『政治学要

論』第二部を検討することで，民主制の展開に

警戒しつつ貴族制を擁護する保守的ともとれる

見解を示した彼の真意が明らかになるのであ

る。さらに彼は何を判断基準として望ましい政

治構造に関する実践的提案を行っているのかに

ついても留意しながら検討していくことにす

る。

１．三権分立論

シジウィックは『政治学要論』第二部の前半

で三権分立論を展開する３３。その理由はこれか

ら考察するように，（１）文明発展を通じて拡

大された多種多様な政府機能の効率的遂行のた

めに専門化された各政府機関が近代国家の政治

構造上欠かせないこと，（２）過剰な政治権力

の行使を防ぐために政治権力を分割して相互抑

制させる政治構造が有効なことである。

１-１．立法府

まずシジウィックは��司法府が適用する法

と行政府が遂行する一般諸規則を定める��三
権分立で最上位にある立法府の望ましい構造か

ら論じる。そこで立法府を構成するのはどのよ

うな人々であり，彼らはどのように選ばれるべ

きかを示すことが彼の課題である。

立法は難解なアートであり，その精通には市民一

般が…通常供し得ない歳月と努力を要する。この

欠乏はさらに有能な立法者を彼らが選択すること

を妨げるに違いないといわれるかもしれない。／

［いずれにせよ］文明化のもたらす分業において

個人主義に基づき組織化された共同体の普通の構

成員は彼らがその筋道を理解していない技能を要

する業務のための専門家を絶えず選ばなければな

らない…。こうして多くの人は，投与される薬を

自ら完全に指示することは出来ないと分かってい

るが，医者を自由に選択することで，病気の治療

のために薬物を投与する操作に亘って彼らが手に

する支配を尊重するのである３４。

要するに，（１）立法府の構成員は市民一般の

持たない法に関する専門知識を備えた有能な立

法者が望ましいこと，および（２）市民一般は

自ら立法者を選択することで立法を共有すべき

ことをシジウィックは重視するのである。これ

らはまさしく『欧州政体発展史』で彼が見出し

た貴族制と民主制の理論的根拠である。そして

両根拠を満たす立法府の構造こそ，市民一般が

選挙を通じて立法者たる代議士を選出する代議

制である。さらにシジウィックは代議制の根拠

としてミルの注目した教育効果を挙げる３５。そ

れは市民一般にとって，選挙を通じた公共問題

への関与や立法者の言動への監視は知的訓練と

なること，および単に政府に干渉されない「市

民的自由」ではなく共同で政府を支配する「体

制的自由」（constitutional freedom）の自覚は愛

国心と公共精神を育む道徳的訓練となることで
３２ Sidgwick (1908), p. 331.
３３ 第１９章政府の方法と機関，第２０章立法府，第２１章行
政府，第２２章立法府と行政府の関係，第２３章議会と
その役割，第２４章司法府およびその諸機関との関
係。

３４ ibid., pp. 373−374.
３５ Mill（１８６１），訳９６－９７頁。
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ある３６。

そこでシジウィックにとっての実践的課題は

実際に代議制を成立させる選挙の方法となる。

まず彼は一定の制限の必要性を指摘しつつも政

治構造の安定性に寄与するという民主制の根拠

に照らして概ね普通選挙制を容認する３７。しか

しながら，

広範な選挙権拡大は別種の危険を孕む，すなわち

全共同体の究極利益は無知あるいは利己心や同感

の制限を通じて有権者の多数派の実際目に見える

階級利益のために犠牲にされるかもしれない３８。

シジウィックはそうした危険への対処として不

平等選挙の是非を検討する。彼は，単に富者の

判断を優先させることは代議制の一般目的に反

するものの，結局のところ優れた政治知識は進

んだ教育や知的労働の点から平均して少数派の

富裕層にあるとして，①教養階級（富裕層）の

複投票，②庶民院（下院）と別に少数派を代表

する貴族院（上院）の設置，③立法者の無給化

による被選挙権の実質的制限，④中間選挙人に

よる二段階選挙などによって対処することが望

ましいとする。つまりシジウィックは，政治の

共有による政治的安定性の観点から原則として

普通選挙制を容認しつつも，優れた政治的叡智

による効率性の観点から少数派の富裕層には相

対的に大きな政治権力を分配する必要があると

結論付けるのである３９。そして彼にとって「体

制的自由」なども考慮されるのであるが，安定

性と効率性の調和を規定するものは「共同体の

究極利益」というまさしく功利主義の考え方に

あったのである。

１-２．行政府

続いてシジウィックは立法府の定める規則に

従って法の執行を担う行政府を検討する。まず

近代における行政府の役割は公共財の提供や軍

隊の保持など多種多様であるため，各行政部門

に特化したうえで民間企業のような効率的運営

が望ましく，また戦争など緊急時での各行政部

門の相互調整や，各行政部門に対する資金付与

機関による監視のため，最高行政たる内閣によ

る支配が必要である。ここで注意すべき点は，

『欧州政体発展史』で政体の形成・変化の要因

として重視された防衛や財政が，行政部門や内

閣の役割として現代イギリス政治体制で効率的

に遂行されているとシジウィックが考えている

ことである。

次に立法府と行政府の相互監視について，議

会が行政権の乱用を監視しつつ，同時に内閣が

議会解散権により議会に一定の歯止めをかける

ことで，立法府と行政府の理想的調和が概ね実

現する。また内閣の構造に関しては，主要議員

を大臣として組閣することで内閣を立法に関す

る最善の委員会にすべきである４０。さらに大臣

は「単なる傀儡」ではなく，ルーチンとなりが

３６ Sidgwick (1908), p. 375.
３７ 普通選挙に関して次のように指摘される。（１）功利
主義の観点から立法が行われるならば代表を持たな
い階級が必ずしも不利益を被るわけではない。（２）
道徳的邪悪によって投票が悪用される危険に関し
て，脅迫の危険は秘密投票によってある程度防がれ
る。賄賂の防止は困難であり公共道徳が改善される
まで続く。真理を訴えて扇動家を鎮圧するのは困難
なため貧者・被扶養者・無学の人へ選挙権の制限は
容認される。（３）物理的権力を握る警察官や軍人へ
の選挙権の制限は合理的である。（４）性別や人種だ
けを理由に選挙権を制限するのは不合理である。
（５）棄権は脅迫による投票の防止に有効である。

３８ ibid., p. 389.

３９ 二院制の利点は，①最高権力の行使に対する相互監
視，②下院による民衆の意見と感情の汲み上げと上
院での再審議による性急な立法の危険の低減，③下
院による立法変更の決定権と上院による不整合の除
去という役割分担，④外国条約に関し長期一貫性を
持つ上院の有利などが挙げられる。ibid., pp. 465−480.

４０ 議院内閣制には，①能力や知識ではなく議会におけ
る多数派政党の有力者や雄弁家が大臣に任命される
可能性がある，②内閣は最善の経路ではなく議会の
批判に晒されない経路へと導かれる，③内閣制が議
会での安定的多数を欠く場合に政体が不安定になる
などの不利があるとされる。
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ちな各部門に民衆の声を届ける「有効な影響に

とっての導管」であると同時に，煽動された

誤った民衆の声に基づく各行政部門への不賢明

な立法介入を防ぐ「有害な影響にとっての緩衝

材」であるとシジウィックは論じる４１。

１-３．司法府

最後に司法府については「政治的文明化での

国家の階位決定において，法により定義される

ものとしての正義がその司法運営で実際実現さ

れている程度以上に決定的試験はない」４２。そ

こでまず民事裁判に関しては，当事者間で解決

されるなら政府の司法介入は極力控えるべき

で，また複雑な事実関係を解明して正しい結論

を導く専門裁判官による裁判運営が望ましい。

他方で刑事裁判に関しては，故意の危害を復讐

や公共精神に委ねて解決させるのは危険なため

に公的検察官が必要であり，正義の違反者に対

しては損害賠償ではなく犯罪予防という社会的

観点から処罰が科せられるべきである。また

「法により課せられるあらゆる罰則は可能な限

り共同体の道徳感情によって承認されるべきで

ある」ため，専門裁判官の冷静な判決と同時

に，「普通の人」である陪審員を通じた社会的

同意を得ることが適当であるとされる４３。

さらに司法府の機能として，①法を解釈し憲

法論争を確定する最終的権威であること，②議

員同士の論争を調停することや代議制の悪用を

阻止すること，③過剰な行政官の権力から市民

的自由を保護する憲法の規定を独立不偏に維持

することが重要であるとされる。つまり，立法

府と行政府から独立して両政府機関による民衆

への過度の政治権力の行使を防ぐ役割を担うの

である。

以上のようにシジウィックは現代イギリス政

治体制を，専門化された各政府機能の効率的遂

行��そこには『欧州政体発展史』で政体の確
立を正当化する要因と見なされた防衛や秩序の

保持なども含まれる��と政治権力の相互抑制
による市民権の確保を三権分立によって実現し

ている望ましい政治構造として論じたのであっ

た。そこで実践的問題として彼の最大の関心は

選挙制度問題にあった。シジウィックは貴族制

と民主制の両軸を持つ代議制を望ましい立法府

の構造と認めたうえで，選挙権の拡大が進めら

れている１９世紀後半当時のイギリス政治体制を

睨んで，功利主義の観点から民主制よりも貴族

制を擁護したと考えられるのである。そして民

主制の展開に対する彼の問題意識は，人民によ

る政府の支配や主権の問題としてさらに検討さ

れる。

２．政府と被治者の間での政治権力の分配

以上のようにシジウィックは，望ましい政治

構造として現代イギリス政治体制を念頭に三権

分立について論じたのであった。そして『政治

学要論』第二部の後半では，人々は政府にどの

ような影響を及ぼすべきか，民主制は政治構造

として正当化されうるのか，最高政治権力の行

使から被治者はいかに守られるべきかに関し

て，一層実践的な提案として貴族制と民主制の

調和の観点から望ましい政治構造論が展開され

る４４。

２-１．人民による政府の支配

これまで見てきたように「政府は特別な資

質，訓練，実践を要する職務」であるため，

４１ ibid., p. 446.また立法府による各行政部門への介入が
抑制されるべき重要事例として，①社会的必要のた
めの半公共機関の運営（運河，鉄道，市電，水道，
人工灯），②行政機関の編成と管理（公務員の権力の
規定，行政職の指名），③外交問題の管理（関税，戦
費，開戦への同意）などが挙げられる。

４２ ibid., p. 481.
４３ ibid., p. 495.

４４ 第２７章人民による政府の支配，第３０章統治形態の分
類，第３１章主権と秩序を扱い，第２５章地方政府，第
２６章連邦制と他の共和制，第２９章政党と政党政治に
関しては本論では概ね割愛する。
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「その目的のため注意深く選出される人々の特

別な集団の手に置かれるべき」ことが効率的な

政治構造にとって不可欠であった４５。しかし同

時に，被治者たる人民は，単に政府に従うだけ

でなく，どのような政府職務を担い，どのよう

に政府に影響を及ぼし，さらにどのように政治

権力による侵害から保護されるべきか，という

観点から直接望ましい政治構造を検討する必要

があるとシジウィックは考える。そこで人民に

よる政府の支配に関して，①人民は自ら選ぶ代

議士を通じて統治を行う代議制，②政府による

侵害から人民の自由や権利を保護する憲法の役

割，③人民が自らの権利への侵害を自由に申し

立てる機会を確立する自由制度の観点から望ま

しい政治構造を彼は検討する。

まず代議制が望ましい立法府の構造と見なさ

れる理由は，貴族制を一方の軸として立法者の

優れた政治的叡智を活用できること，民主制を

他方の軸として一般民衆が自ら立法者を選択す

ることで政治的安定性を得られることであっ

た。しかしながら，立法者の政治的意見と一般

民衆の願望が衝突することで代議制の有効性が

喪失される危険性があることをシジウィックは

憂慮していた。

もし代議士を彼が確かめうる限りで有権者の望み

の実行を日ごとに強いられる単なる代表者に貶め

る主義が体制的道徳の一部分として確立されてい

たなら，…この義務をより明確且つ厳密にするこ

とに重要な利点があっただろう。／［しかし］立

法者の定期的選挙は可能な限り優れた政治的能力

を持つと見られる人々を選出することを目的とす

べきである。／それゆえに私が思うに彼らの判断

をいつでも比較的無知で未熟な大衆の意見によっ

て却下させることで善い政府は導かれ得ない。そ

れどころか私が思うに政府機能の行使で自らの最

善の判断に従わない代議士は��それが有権者の

多数派の一時的意見・感情と彼の衝突をもたらす

場合でさえ��明白な義務の不履行という罪を負

わされるべきである４６。

こうした無知な民衆の偏見によって立法者の意

見が圧倒される危険性は，二院制などの方策に

加え，代議士の任期を適切に設定することや，

有権者によって公約が直接候補者に要求されな

いようすることで，充分抑制されると表明しな

がらも，シジウィックは自らの憂慮を払拭する

ことができない。さらに彼は次のように念押し

するのである。

より教養と余暇のある人々によって所有される手

段と機会に比べて，多数の比較的無知で無教養で

ある大勢の人々の中に最も政治的な問題への判断

を形成する彼らの下等な手段と機会の当然の自覚

を存続させておくことが私にとってむしろ重要に

思われる。有権者のなすべきことは政府の職務に

最も資格ある人を選ぶことであり彼にその職務を

教えることではない４７。

民衆は自身の政治的判断の下等性の自覚を持っ

て個人的意向でなく社会的観点から投票するこ

と，他方で代議士は単に民衆の意見に迎合する

のではなく自主的に最善の方策を断行すること

を，シジウィックは各人の自覚にまで訴えかけ

るのである。そして彼は，立法や中央政府の職

務への一般民衆の直接的政治参加を牽制し，代

議士の選出を除けば両院の不一致の場合の裁定

などに制限されるべきであると結論付ける。

次に被治者の権利を保護する憲法に関して，

「多くの英国人にとって議会の立法権力への憲

法制限という概念は今やまったく馴染みがな

く，“誰が番人の番をするのか？”という昔か

らの困難は代議政府を確立することで十分対処

４５ ibid., p. 551.

４６ ibid., pp. 555−556.
４７ ibid., p. 558.
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されると一般に考えられている４８」ものの，憲

法は政治権力の分配と制限を通じて被治者の所

有権や安全などの市民権の保護を政府の義務に

据える役割を担う。そして憲法は民衆の同意を

経て存在し，必要なら改憲が認められるが，柔

軟な憲法は社会的安定性を破壊するため，改憲

は立法府により起草され慎重に審議されるべき

だとシジウィックは論じる４９。

最後に，言論の自由，出版の自由，政治集会

の自由といった自由制度について，シジウィッ

クは次のように述べる。

確かに完全に資格ある市民が数年毎に立法府の主

要機関の構成員を直接指名し，直接ないし間接に

行政部門の諸代表を決定する国で，完全な資格が

ある市民の多数派が少なくとも黙従を受ける場合

を除けば，個人の権利への政府の侵害は生じそう

もない。この黙従は実際政府の諸方策の効果の完

全な認識の欠如か，それらによって最も直接危害

を受ける人々への吝かでない同情の欠如に基づく

であろう。従って代議制によって供される保護が

可能な限り効果的であるために，政府の行動に

よって虐げられたいかなる人も口述および書面の

議論によって同胞市民一般の配慮と関心を喚起す

る機会を持つべきことが重要である５０。

そして立法が社会の利益から離反し，（１）私

的利益のために公共の利益を犠牲にする，

（２）他機関の独立を侵害する，（３）支配的

政党が選挙基盤に干渉する，（４）個人の自由

の保護を蔑ろにするような場合，立法府を阻害

せずに有効な憲法規則を確立するのは困難なた

め，被治者や特にその少数派の権利を守るため

の自由制度の確立が重要であるとされる。

以上のように人民による政府の支配の観点か

ら，代議制，憲法，自由制度についてシジ

ウィックは論じたのであった。一見すると「人

民による政府の支配」とは民主制の擁護を連想

させるタイトルである。しかしそこでシジ

ウィックが最も強調したのは，むしろ現代イギ

リスの代議制で立法者の判断が民衆の偏見に

よって支配されることに対する懸念であり，民

衆が立法府に与える悪影響をいかに抑え込むか

というのが彼の懸案であったのである。以上の

考察を踏まえ，次に民主制はそれ自体として望

ましい政治構造と見なされるのか否かをシジ

ウィックは検討する。

２-２．民主制論

まずシジウィックは民主制に関して，（１）

政府は被治者の積極的同意に基礎を置くべきで

ある，（２）正直で自助的な市民は政府職務に

適任である，という競合する２つの原理を区別

して考察しなければならないとする５１。（１）に

関して積極的同意とは，合法的に政府の構造や

活動を変更しうることを被治者が意識すること

であり，必ずしも全員が発言権を持つべきこと

を意味するのではなく，また全員一致が不可欠

ではない，としたうえでシジウィックは政治構

造に関するこの原理を認める。

他方で（２）に関して，無知な民衆の意見の

流入は不便であり，政府決定の多くは多数派の

意向に左右されず自主的に判断する権限と義務

を持つ立法者に委ねられるべきであるとして，

シジウィックはこの原理を否定する。そのうえ

で，（２）の原理の否定は必ずしも（１）の原

理の否定をも意味するのではないことを，彼は

知的資格の観点から次のように述べる。４８ ibid., p. 552.
４９ 通常立法によって変更されるべきでない憲法規則に
は，（１）政府機関を構成する人々の任命・解雇と機
能配分に関する規則，（２）政府機関の手順を決定・
制限する規則，（３）政府による市民権への介入を防
ぐ規則があるとされる。

５０ ibid., p. 552.

５１ またシジウィックは，民主制を功利主義と混同する
のは混乱を招くとする。功利主義は政府の機能と関
連して解釈されるべきであるのに対して，民主制は
政府の構造と関連して解釈されるべきだとされる。
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［家屋建設において消費者は］どのようにそれら

が組み立てられるべきかをうまく決定し得ない

が，自らの必要と習慣を知っており建築家よりも

自ら望む部屋の数・サイズ・ある程度の形状を一

般に決定できる。…［他方医術において］患者は

一定の処置が彼を不快にするか否かを識別できる

が，それから生じると見込まれる健康への究極利

益のために，この不快が手堅く我慢されるべきか

否かを通常識別できない。さらに時が経ち，もし

患者が次第に悪くなり，特にもし見込まれていた

改善が実現しないなら，彼は他の医師の忠告を受

けることが正しいと考えるようになるであろう。

したがって，民主制の原理を一般に認める人の間

で，政府のアートは家屋建築にいっそう類似して

おり，一般民衆を立法と執行の主な方針を決定す

るのに最も資格があると見なす人もいれば，それ

は医術にいっそう類似していると見なし，民衆は

折々にその国の福利の促進における政府の一般的

成功に関して自ら判断すべきだが，特定の問題を

自ら判断すべきでないと考える人もいる５２。

すなわち，知的資格の点で政府のアートは家屋

建築よりも医術に近いとシジウィックは考え，

（２）の意味で直接民衆が政策を担う民主制を

否定して特定の問題の判断を立法者に委ねるか

らといって，それが（１）の意味で積極的同意

に基づく民主制を否定することにはならないと

する。同時に彼は道徳的資格の観点から民衆の

役割を次のように認めている。

統治者が公共善に便宜なものを越えて報酬，特

権，および権力を自らに与え，多くのこれら有利

を増大させるために政府の役割を拡大する誘因の

下にある場合，一般民衆は統治者が影響されがち

な一定の邪悪な利害から免れていると本当に言わ

れるかもしれない。それゆえに政府職務の詳細の

決断のための専門家の必要性を我々は完全に認め

るが，これらおよび同様の諸問題の決定で一般民

衆の判断に重きを置く強い理由が存在する５３。

つまり自らの有利のために公共善を阻害する邪

悪な利害を免れているという道徳的資格の観点

から，民衆の大局的な判断を重視すべき強い理

由も存在するのである。

結局シジウィックは，知的資格の観点から特

定の政治問題に関して民衆自身よりも専門家の

判断が優れているとして直接民主制的な（２）

の原理を否定しつつ，他方道徳的資格の観点か

ら自らの利権を拡大させて公共善を阻害する誘

因から民衆の判断がある程度免れているとして

間接民主制的な（１）の原理に限って民主制を

受け容れることで，政治構造に民主制のみでな

く貴族制をも導入するための布石を打つのであ

る。そこで彼は次のように述べる。

特定の個人や選出された議会に委ねられる政府職

務の一部は特別資格ある人々に委ねられるべきこ

とは近代における民主制の理論的唱道者によって

一般に認められている。そしてこのことが認めら

れる限りで貴族制の原理��政府の仕事は必要な

技能を持つ人々の手に置かれるべき技能労働の形

態をとる��は絶対に受け入れられる。それゆえ

に��その選挙権が普遍的であっても��代議政

府は民主制を系統立てる単なる一形態ではなく，

むしろ民主制と貴族制の結合ないし融合であると

私は考える５４。

貴族制とは，富裕な少数派が私的利害をもつ寡

頭制とは異なり，特別な能力・訓練・経験を有

する人々による優れた政治である。そこでシジ

ウィックは民主制と貴族制が融合された立法府

の形態として代議制を正当化するのである。そ

して代議制は，国民投票，発議権，任期の短

５２ ibid., pp. 614−615.

５３ ibid., p. 615.
５４ ibid., pp. 616−617.
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縮，公約の設定など，立法への民衆の介入を増

大させることで民主制的となり，反対に任期の

長期化や公約の廃止などによって貴族制的にな

るのである。それではどのような調和が望まし

いのか。シジウィックは代議制において，先に

も見たように扇動家に突き動かされる民衆が立

法へ及ぼす悪影響は十分に防がれず，貧者の部

分的利害のために富者に対する抑圧的な立法が

なされ，全体としての社会の利益が犠牲にされ

る傾向があることを繰り返し強調する。

政治権力が最高目的として幸福の平等化を促進す

るために用いられることが，政府の民主制的形態

の本質的特長と見なす人々がいる。／特に数の優

勢から彼らの利害と全体としての共同体の利害を

混同しがちな場合に。それゆえにたとえ最善の適

任者の選出の原理がある程度うまくいくにして

も，民衆の当面のないし目に見える利益のために

共同体の本当の究極利益が犠牲にされることが阻

止されないだろうと主張されるのはもっともであ

ろう。立法者ないし執行者として選出された人々

は政治目的への手段を採用するのに本当に技能と

有能をもつかもしれないが，彼らは国家的利益よ

りむしろ部分的利益を促すのに自らの才能を用い

る抗しがたい圧力に晒されるだろう５５。

そこで共同体の本当の利益が阻害される悪影響

を排斥するために，立法者を無給にすることで

その地位をより独立したものとし，富と余暇の

ある少数派の人々から立法者を引き寄せるべき

であるとして，例えば貴族院の無給化をシジ

ウィックは提案するのである。

以上のようにシジウィックは代議制を民主制

と貴族制の融合と見なすが，少数富者の利益が

多数貧者の利益のために犠牲にされ，結果とし

て社会全体の利益が損なわれる危険性を現代イ

ギリス政治体制における最大の懸案と見なし，

貴族制を擁護する実践的提案を打ち出したので

あった。そこで彼が民主制と貴族制の望ましい

調和を裁定するのに用いる基準は，その政治構

造が実現する「共同体の本当の究極利益」とい

うまさしく功利主義であったのである。

２-３．主権論

最後にシジウィックは，最高政治権力ないし

主権に伴う物理的権力の危険を回避するために

はいかなる政治構造が望ましいのかを考察す

る。まず彼は，最高政治権力の究極的所在を突

き止めるのは困難であるとする。政府への服従

は，物理的権力だけでなく，習慣・慣習，世

論，職業的立場，政府援助への期待などにも起

因するからである。そこで彼は次にように述べ

る。（１）単一議会政府で代議士が有権者の支

持に習慣的に従うのであれば有権者が主権者で

ある。（２）合意によって憲法を変更できる諸

個人や集団に最高権力がある。（３）改憲が困

難になるのに応じて最高権力の所在は複雑にな

る。（４）憲法条項が不明瞭なら憲法を解釈す

る最高裁が最高権力を持つが，その権力は弾劾

への懸念，公共の意見，他の政府機関が用いる

革命的方策への恐れなどによって制限される。

このようにシジウィックは一機関への権力の集

中や革命による社会秩序の崩壊などを警戒しつ

つ，近代立憲国家で最高政治権力の配分は「異

なる諸集団と諸個人の間でかなり錯綜した方法

で通常配分されている」ことにより，概ね安定

性が確保されていると考える５６。特に，憲法に

関して，市民権の確保のみならず，憲法の解釈

を司法に委ねたり改憲を立法府に任せたりする

ことで，民衆の一時的感情によって容易に主権

が行使され体制が破壊される危険性が回避され

ることをシジウィックは重視したのであった。

さらにシジウィックは最高権力について反乱

の権利の観点から考察する。彼は民主制的政府

５５ ibid., pp. 617−618. ５６ ibid., p. 638.
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のもとで社会全体の意思への一部分の抵抗は不

道徳であり反乱の権利は時代遅れであると見な

すことは誤りであると指適する。

…少数派によって好まれる諸規制よりも多数派に

よって好まれる諸規制の方が一般幸福を助長する

であろう。なぜなら各人が自身の幸福となること

を最もよく知り最も供しようとする限りで，他の

事情にして等しいなら，多数派によって選好され

る選択肢はより大きな幸福の総量を創出すると見

込まれるから。しかし…多数派がより決定的だと

しても，その仮定は他の考慮事項によって特定の

事例で容易に圧倒されるであろう。というのも，

少数派を形成する人々は諸帰結に関する優れた知

識と先見を持つかも知れず，あるいは多数派に

よって選好される諸規則によって彼ら［少数派］

に生じる損害は決定的に後者［多数派］への利益

を圧倒するかもしれないから，あるいは他の理由

から彼ら［少数派］の当面のないし目に見える利

益は多数派の当面のないし目に見える利益よりも

社会全体の究極利益に一層一致するかもしれない

から５７。

多数派の利益を直接優先させるよりも，優れた

知識をもつ少数派の利益を優先させるほうが社

会全体の究極利益に一層一致する場合があるの

である。そこで，少数派による抵抗の権利を認

めないのは誤りであり，多数派から妥協を引き

出して少数派の利益を確保するために，反乱に

基づく無秩序を最高権力にある人が恐れること

は，健全なチェックとして有効なのである。し

たがって反乱の道徳的権利は最も民主的に統治

された社会でも存在するとしたうえで，シジ

ウィックは次のように『政治学要論』を締め括

る。

あらゆる人が“彼自身にのみ従う”ことを可能に

する政府形態は幻想であることをはっきりと悟る

ことが重要である。結局物理的権力による意図的

な成人の抑圧は体制的改革によっては除去される

見込みのない害悪である５８。

Ⅳ 結 論

本論を通じて明らかになったのは以下の三点

である。第一に，『欧州政体発展史』において

シジウィックは，貴族制と民主制の調和の重要

性を，アリストテレスを通じて古代ギリシアに

見出したことである。確かに古代と近代では，

都市国家と地域国家の規模の相違や，古代では

奴隷・手工業者・商売人などが除外される市民

の定義の相違があることを彼は認識していた。

しかし，ギリシアの民主制が諸都市国家の経験

を通じて一般化されたものであり，なおかつ現

代から見ても非常に高い文明段階にあったこと

などから，貴族制と民主制の調和は，コンテン

ポラリーな問題として望ましい政府構造を扱う

『政治学要論』でも直接有効であることをシジ

ウィックは見出したといえる。つまり彼は，古

代以降に関しても，貴族制と民主制の調和を軸

にして政体の発展の歴史を見ていたのである。

第二に，『欧州政体発展史』において，社会

契約論や自然権といった抽象的概念や先験的方

法に基づいて政治理念を唱道するルソーに対し

て，歴史研究に基づいて現状を把握し，単に理

想論を展開するのではなく実践可能な漸進的提

案を行うモンテスキューの政治理念を高く評価

したことである。そしてモンテスキューへの評

価が，『政治学要論』におけるシジウィック自

身の方針を端的に表現しているといえるのであ

る。シジウィックは，『欧州政体発展史』に展

開される彼の歴史認識，特に時代状況に応じた

貴族制と民主制の調和の重要性を踏まえ，現状

の英国体制を詳細に分析し，それが概ね望まし

５７ ibid., p. 646. ５８ ibid., p. 650.
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いことを見出したうえで，実践可能な漸進的提

案を望ましい政治構造論として『政治学要論』

で展開したと考えられるのである。つまり歴史

を踏まえて経験的にのみ，望ましい政治構造は

判断されうるのである。

第三に，『欧州政体発展史』でシジウィック

は政体の形成・変化の要因として，防衛，経済

的要因，秩序の保持，共通善，安定性，効率

性，財政的必要などを見出したのであるが，こ

れらはいずれも彼の弾力的な功利主義政策に収

められうることである。例えば経済的要因や効

率性は言うまでもなく，防衛や秩序の保持など

も，個人主義に基づく社会の一般幸福に欠かせ

ない政府の役割として『政治学要論』第一部で

シジウィックは論じているのである。そして

『政治学要論』第二部で，政治構造における貴

族制と民主制の調和を念頭に，歴史的方法を踏

まえて展開されるシジウィックの望ましい政治

構造論を究極的に規定するのは，結局のところ

功利主義であるといえる。例えば貴族制による

効率性と民主制による安定性の調和を裁定する

基準として彼が功利主義を念頭に置いているこ

とは明らかであった。そして歴史を通じてみる

と，現状において民主制が望ましい状態ではな

いために，シジウィックは貴族制擁護を展開し

たのであった。

以上のようなシジウィックの考察の背後に

は，民主制へ傾きつつある現状への危機感が

あったと考えられる。民主制の進展には「共同

体全体にとって不利な方法で，富裕な少数派の

利害が貧しい多数派の利害のために犠牲にされ

る５９」危険があり，立法府における「政府職務

の効率的遂行のための特別の資格の必要や執行

の一貫性の諸有利が減じたりあるいは評価され

なくなると考える理由を私は見出さない６０」と

彼は論じる。例えば１８８０年代後半の労働組合運

動の激化，あるいは１８６７年の第二次選挙法改

正，１８８４年の第三次選挙法改正を通じた選挙権

の拡大などをシジウィックは経験している。こ

れらに関して『政治学要論』や『欧州政体発展

史』で彼は直接言及していない。しかし，『欧

州政体発展史』で１９世紀後半の選挙権の拡大は

イギリスが大陸諸国をリードするのではなくイ

ギリスが大陸諸国に牽引されていると述べられ

ていることや，不平等選挙の必要性を提示し代

議制における貴族制の必要性を一貫して訴える

『政治学要論』の議論から，例えば１９世紀後半

の選挙制度改革などを通じて過度に民主制に傾

きつつある現状を睨んで，シジウィックは貴族

制擁護を展開したことが窺われるのである。

また，シジウィックは望ましい政治構造を論

じる際，確かに「体制的自由」や「教育効果」

などにも注目するのであるが，それはむしろ代

議制から派生的に得られる利点であり，例えば

彼が自由自体を追求しているとは言い難い。こ

うした彼の方針は『自由論』や『代議制統治

論』で，民主制を牽制しながら貴族制を擁護し

つつも，代議制における一般民衆への教育効果

を重視し，究極的には個人の自由の発現を求め

るミルの姿勢とは異なるものである。そして両

者の見解の相違には，時代的状況の変化だけで

なく，シジウィックがドグマティックな自由主

義ではなく，柔軟性を持たせた功利主義で一貫

性を持たせようとしていたことがあるといえ

る。すなわち，歴史状況に応じて変化しうるも

のとしての望ましい政体を見ていたシジウィッ

クの根本原理は功利主義にあったといえる６１。

（大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程）

５９ ibid., p. 393.
６０ ibid., p. 623.

６１ またこうしたシジウィックの認識の背後には「実践
理性の二元性」も見え隠れしている。例えば彼は選
挙権拡大によって生じる階級利益の衝突の悪影響に
関して脚注の中で次のように呟く。「この影響が道徳
的原因によるのか知的原因によるのかは判然としな
い。というのも全階級および全部門の利益と全共同
体の実際の究極利益の間の完全で普遍的な一致の仮
定は正当とは思われないから」。ibid., p. 389ft.
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Sidgwick on Political Philosophy

Daisuke Nakai

Founding on The Development of European Polity and The Elements of Politics, this paper explores

the reason why Sidgwick thought aristocratic elements more important than democratic ones in the

then English political system.

In examining a desirable form of polity, Sidgwick dismissed Rousseau’s aprioristic method, and

adopted Montesquieu’s historical method. To Sidgwick, a desirable form of polity depended on the

historical conditions consisting of defence, economic factors, order, common good, stability,

efficiency, public finance, and so on. Considering these conditions, people had to choose a form of

polity − between two poles of aristocracy and democracy − which would maximize their happiness.

On the basis of this historical−utilitarian method, Sidgwick examined the development of European

polity since ancient Greek. Consequently, Sidgwick regarded the present condition of English polity

as almost desirable. Sidgwick did not think a further democratization necessary, and defended

aristocratic elements in the English polity.

Sidgwick was different from Mill who gave the first priority to individual liberty. To Sidgwick, a

desirable form of polity should not be sought by aprioristic liberalism, but by utilitarian principle.

Thus, Sidgwick adjusted the orbit of political theory towards the tradition of utilitarianism.

JEL Classifications: B12; H11; P16.

Keywords: Sidgwick; Utilitarianism; Politics; Political Philosophy.
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